
認定就労訓練事業所からの優先発注の取組事例（千葉県市川市）

市川市では、令和２年度に優先発注に係る認定基準を策定し、優先発注に取り組んでいる。

認定基準を周知する

調達・契約する

優先発注実施のため、認定基準を規定。（地方自治法施行規則に基
づき２人以上の学識経験者の意見を聴取。）

市公式Webサイト上に、認定基準を一般公開する。
認定就労訓練事業所から優先発注事業所として申請書が提出される。

優先発注事業所の認定に関して、審査および決定を行う。
(認定基準に基づき、２人以上の学識経験者の意見を聴取し認定決定。)

1 .市の概要

３．優先発注実績（R４年度）

２.認定就労訓練事業実績（R3年度）

人口 491,415人（令和５年２月28日時点）
優先発注実施の流れ

発注元 委託内容 契約金額 契約期間

障がい者施設課
建物の清掃業務
公立障がい者施設２箇所 1,084,380円 R4.4. 1～

R5.3.31
公園緑地課

公園の清掃・草刈り業務
市内公園２箇所 923,500円 R4.4. 1～

R5.3.24

４．発注内容詳細（R４年度）

管内の認定就労訓練事業所数 ４事業所

受入定員 17人

認定就労訓練事業参加者数

非雇用型 ４人

雇用型 ３人

うち就職者数 １人

優先発注事業所
認定基準

市川市地方自治法施行令第167条の２第１項第
３号の規定に係る生活困窮者の自立の促進に資
することの認定基準

認定基準施行日 令和３年３月24日

優先発注事業所数 １事業所

優先発注件数 ２件

庁内発注元

契約担当部署に情報提供を行い、庁内情報等により、全庁的に優先発注
可能な事業者として周知。

庁内へ周知する

契約担当部署

困窮担当部署

困窮担当部署
(認定基準策定)

認定基準を定める

審査・認定する

優先発注事業所として認定を受けている認定就労訓練事業所に業務委託
を発注。


